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区　分

区　名

総　　　数 事　　　務　　　系 福　　　祉　　　系

事　　務 社会教育 小　　計 福　　祉 保 育 士 児童指導 小　　計
構成比 構成比 構成比

総 数 55,968 （28,965） 100.0 28,410 （11,877） 33 （13） 28,452 （11,894） 50.8 2,582 （1,810） 9,659 （9,152） 1,870 （1,398） 14,391 （12,565） 25.7 総

千 代 田 933 （443） 100.0 539 （240） − 539 （240） 57.8 30 （19） 102 （99） 19 （15） 152 （134） 16.3 千
中 央 1,411 （762） 100.0 688 （315） − 689 （315） 48.8 49 （36） 206 （197） 39 （36） 303 （277） 21.5 中

港 1,856 （943） 100.0 915 （388） − 915 （388） 49.3 111 （89） 311 （284） 50 （34） 485 （416） 26.1 港

新 宿 2,484 （1,295） 100.0 1 ,266 （532） 2 （1） 1,268 （533） 51.0 145 （105） 450 （415） 20 （13） 625 （541） 25.2 新
文 京 1,742 （1,028） 100.0 798 （404） − 799 （404） 45.9 92 （68） 326 （316） 82 （62） 522 （462） 30.0 文
台 東 1,706 （845） 100.0 1 ,118 （509） − 1,118 （509） 65.5 54 （37） 180 （169） − 240 （211） 14.1 台

墨 田 1,695 （837） 100.0 998 （419） − 998 （419） 58.9 48 （29） 296 （279） − 349 （311） 20.6 墨
江 東 2,352 （1,187） 100.0 1 ,211 （447） 1 1,212 （447） 51.5 30 （20） 490 （472） 82 （65） 607 （560） 25.8 江
品 川 2,398 （1,293） 100.0 1 ,050 （436） − 1,050 （436） 43.8 78 （51） 646 （593） 88 （45） 830 （704） 34.6 品

目 黒 1,835 （1,026） 100.0 891 （435） 3 （2） 894 （437） 48.7 61 （41） 311 （295） 130 （94） 506 （433） 27.6 目
大 田 3,763 （1,950） 100.0 1 ,912 （780） 2 （1） 1,915 （782） 50.9 195 （137） 635 （598） 143 （130） 987 （876） 26.2 大
世 田 谷 4,921 （2,262） 100.0 2 ,349 （868） 3 2,352 （868） 47.8 210 （147） 843 （718） 274 （141） 1,349 （1,021） 27.4 世

渋 谷 1,764 （897） 100.0 875 （382） 3 （2） 878 （384） 49.8 26 （22） 357 （337） 2 （1） 386 （361） 21.9 渋
中 野 1,878 （888） 100.0 1 ,032 （418） − 1,033 （418） 55.0 135 （93） 209 （196） 45 （39） 404 （338） 21.5 中
杉 並 3,042 （1,742） 100.0 1 ,430 （690） 3 （2） 1,433 （692） 47.1 178 （116） 551 （534） 182 （134） 925 （794） 30.4 杉

豊 島 1,777 （1,005） 100.0 955 （474） 1 （1） 956 （475） 53.8 98 （69） 305 （293） 33 （24） 446 （393） 25.1 豊
北 2,431 （1,330） 100.0 1 ,216 （492） 1 （1） 1,217 （493） 50.1 110 （68） 512 （498） 149 （120） 781 （693） 32.1 北

荒 川 1,553 （806） 100.0 873 （368） − 873 （368） 56.2 75 （53） 229 （217） 34 （21） 353 （300） 22.7 荒

板 橋 3,327 （1,744） 100.0 1 ,709 （709） 1 （1） 1,711 （710） 51.4 93 （64） 610 （582） 115 （90） 839 （748） 25.2 板
練 馬 3,952 （2,141） 100.0 1 ,862 （761） − 1,863 （762） 47.1 259 （172） 717 （705） 158 （136） 1,143 （1,022） 28.9 練
足 立 3,146 （1,436） 100.0 1 ,825 （655） 4 （1） 1,829 （656） 58.1 159 （113） 436 （424） 20 （19） 633 （570） 20.1 足

葛 飾 2,681 （1,425） 100.0 1 ,221 （466） 8 （1） 1,229 （467） 45.8 193 （144） 502 （498） 88 （80） 799 （733） 29.8 葛
江 戸 川 3,321 （1,680） 100.0 1 ,677 （689） 1 1,681 （691） 50.6 153 （117） 435 （433） 117 （99） 727 （667） 21.9 江
資料：特別区人事委員会『令和 4 年 4 月 1 日現在　特別区職員の構成』
注 1  ）一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「任期付職員」「休職者、結核休養者、組合専従者、育児

休業中の職員、育児短時間勤務中の職員、大学院就学休業中の職員、自己啓発等休業中の職員、公務・通勤
災害休業中の職員、海外派遣中の職員」、「区から給与を支給されていない他団体等（特別区の一部事務組合を
含む。）への派遣職員」「都職員」「警視庁・消防庁からの派遣職員」「指導主事（区費）」は含まれていない。

2 ）各項目の（　）内は、女性の職員数で内数。
3 ）職種の内訳は、主な職種について掲載した。
4 ）中央区、文京区、大田区、中野区、板橋区、練馬区、江戸川区「事務系（小計）」：法務職種を含む。
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⑴　職種別職員数（その 2 ） （単位：人、％）（令和 4 年 4 月 1 日現在）

区　分

区　名

一　　　般　　　技　　　術　　　系 医　　　療　　　技　　　術　　　系

技能系・業務系
土木造園 建　　築 機　　械 電　　気 小　　計 医　　師 保 健 師 小　　計

構成比 構成比 構成比

総 数 2,405 （326） 1,814 （465） 328 （12） 415 （15） 5,887 （1,282） 10.5 59 （32） 1,421 （1,340） 2,481 （2,317） 4.4 4,747 （907） 8.5 総

千 代 田 38 （5） 44 （11） − 14 131 （32） 14.0 2 （2） 19 （18） 35 （34） 3.8 76 （3） 8.1 千
中 央 67 （12） 63 （20） 11 10 193 （58） 13.7 3 （2） 33 （33） 71 （69） 5.0 155 （43） 11.0 中

港 92 （18） 79 （23） 8 8 233 （59） 12.6 2 （1） 34 （31） 63 （59） 3.4 160 （21） 8.6 港

新 宿 96 （16） 86 （29） 15 （1） 15 （2） 270 （80） 10.9 3 （2） 68 （63） 114 （107） 4.6 207 （34） 8.3 新
文 京 59 （6） 58 （21） 12 13 （2） 175 （48） 10.0 3 （3） 43 （42） 98 （96） 5.6 148 （18） 8.5 文
台 東 63 （11） 65 （17） 2 16 （1） 185 （51） 10.8 2 （2） 47 （45） 73 （70） 4.3 90 （4） 5.3 台

墨 田 71 （4） 55 （10） 4 8 165 （28） 9.7 3 （1） 43 （40） 69 （63） 4.1 114 （16） 6.7 墨
江 東 85 （7） 74 （19） 9 （1） 21 230 （50） 9.8 3 （1） 75 （68） 105 （96） 4.5 198 （34） 8.4 江
品 川 96 （14） 61 （12） 12 18 221 （44） 9.2 2 （1） 45 （43） 102 （98） 4.3 195 （11） 8.1 品

目 黒 79 （8） 58 （19） 12 10 189 （39） 10.3 2 （1） 47 （44） 104 （96） 5.7 142 （21） 7.7 目
大 田 163 （21） 114 （22） 23 25 （1） 390 （78） 10.4 2 87 （85） 150 （145） 4.0 321 （69） 8.5 大
世 田 谷 260 （40） 181 （54） 24 （1） 33 （2） 546 （120） 11.1 3 （1） 120 （99） 192 （155） 3.9 472 （98） 9.6 世

渋 谷 70 （6） 62 （21） 12 （1） 14 （1） 188 （44） 10.7 2 （1） 48 （45） 79 （71） 4.5 233 （37） 13.2 渋
中 野 91 （7） 77 （15） 12 （2） 12 220 （39） 11.7 3 （1） 48 （45） 77 （70） 4.1 144 （23） 7.7 中
杉 並 112 （9） 85 （30） 13 （1） 16 （2） 266 （63） 8.7 3 89 （86） 155 （144） 5.1 263 （49） 8.6 杉

豊 島 75 （7） 50 （11） 9 11 （1） 176 （35） 9.9 2 （1） 45 （44） 88 （85） 5.0 111 （17） 6.2 豊
北 65 （9） 69 （12） 16 （1） 14 205 （43） 8.4 2 61 （58） 93 （88） 3.8 135 （13） 5.6 北

荒 川 54 （6） 49 （15） 13 14 156 （34） 10.0 3 （2） 42 （41） 85 （79） 5.5 86 （25） 5.5 荒

板 橋 145 （25） 104 （21） 16 （2） 27 348 （78） 10.5 3 （3） 90 （88） 151 （147） 4.5 278 （61） 8.4 板
練 馬 168 （29） 112 （31） 25 （1） 27 376 （82） 9.5 2 （1） 99 （96） 185 （178） 4.7 385 （97） 9.7 練
足 立 167 （29） 121 （22） 35 40 418 （76） 13.3 4 （2） 87 （81） 146 （134） 4.6 120 3 .8 足

葛 飾 120 （13） 67 （14） 13 15 （1） 240 （41） 9.0 2 （2） 50 （48） 104 （99） 3.9 309 （85） 11.5 葛
江 戸 川 169 （24） 80 （16） 32 （1） 34 （2） 366 （60） 11.0 3 （2） 101 （97） 142 （134） 4.3 405 （128） 12.2 江
資料：特別区人事委員会『令和 4 年 4 月 1 日現在　特別区職員の構成』
注 1  ）一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「任期付職員」「休職者、結核休養者、組合専従者、育児

休業中の職員、育児短時間勤務中の職員、大学院就学休業中の職員、自己啓発等休業中の職員、公務・通勤
災害休業中の職員、海外派遣中の職員」、「区から給与を支給されていない他団体等（特別区の一部事務組合を
含む。）への派遣職員」「都職員」「警視庁・消防庁からの派遣職員」「指導主事（区費）」は含まれていない。

2 ）各項目の（　）内は、女性の職員数で内数。
3 ）職種の内訳は、主な職種について掲載した。
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区　分

区　名

総　　数
事　　務　　系　　・　　福　　祉　　系　　・ 　　一　　般　　技　　術　　系　　・　　医　　療　　技　　術　　系

管　　　　理　　　　職 主　　　　　　　　　　事
計 統括部長 部 長 級 課 長 級 計 課長補佐 係長級・主査 主　　任 係　　員

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
総 数 55,968 100.0 1,926 3.4 3 0.0 471 0.8 1,452 2.6 49,285 88.1 2,658 4.7 9,618 17.2 17,052 30.5 19,957 35.7 総

千 代 田 933 100 .0 52 5 .6 − 0.0 11 1 .2 41 4 .4 805 86 .3 54 5 .8 140 15 .0 169 18 .1 442 47 .4 千
中 央 1,411 100 .0 60 4 .3 − 0.0 13 0 .9 47 3 .3 1 ,196 84 .7 39 2 .8 238 16 .9 301 21 .3 618 43 .7 中

港 1,856 100 .0 79 4 .3 − 0.0 13 0 .7 66 3 .6 1 ,617 87 .1 69 3 .7 359 19 .3 557 30 .0 632 34 .1 港

新 宿 2,484 100 .0 96 3 .9 − 0.0 21 0 .8 75 3 .0 2 ,181 87 .8 105 4 .2 363 14 .6 866 34 .9 847 34 .1 新
文 京 1,742 100 .0 77 4 .4 − 0.0 17 1 .0 60 3 .4 1 ,517 87 .1 75 4 .3 264 15 .2 491 28 .2 687 39 .4 文
台 東 1,706 100 .0 77 4 .5 1 0 .1 22 1 .3 54 3 .2 1 ,539 90 .2 97 5 .7 276 16 .2 508 29 .8 658 38 .6 台

墨 田 1,695 100 .0 72 4 .2 − 0.0 20 1 .2 52 3 .1 1 ,509 89 .0 102 6 .0 297 17 .5 598 35 .3 512 30 .2 墨
江 東 2,352 100 .0 83 3 .5 − 0.0 19 0 .8 64 2 .7 2 ,071 88 .1 95 4 .0 428 18 .2 701 29 .8 847 36 .0 江
品 川 2,398 100 .0 68 2 .8 − 0.0 20 0 .8 48 2 .0 2 ,135 89 .0 153 6 .4 422 17 .6 576 24 .0 984 41 .0 品

目 黒 1,835 100 .0 68 3 .7 − 0.0 19 1 .0 49 2 .7 1 ,625 88 .6 68 3 .7 378 20 .6 503 27 .4 676 36 .8 目
大 田 3,763 100 .0 138 3 .7 − 0.0 23 0 .6 115 3 .1 3 ,304 87 .8 208 5 .5 725 19 .3 1 ,054 28 .0 1 ,317 35 .0 大
世 田 谷 4,921 100 .0 168 3 .4 − 0.0 45 0 .9 123 2 .5 4 ,271 86 .8 195 4 .0 900 18 .3 1 ,403 28 .5 1 ,773 36 .0 世

渋 谷 1,764 100 .0 83 4 .7 − 0.0 25 1 .4 58 3 .3 1 ,448 82 .1 68 3 .9 270 15 .3 432 24 .5 678 38 .4 渋
中 野 1,878 100 .0 71 3 .8 − 0.0 14 0 .7 57 3 .0 1 ,663 88 .6 124 6 .6 328 17 .5 571 30 .4 640 34 .1 中
杉 並 3,042 100 .0 75 2 .5 − 0.0 26 0 .9 49 1 .6 2 ,704 88 .9 171 5 .6 483 15 .9 1 ,022 33 .6 1 ,028 33 .8 杉

豊 島 1,777 100 .0 80 4 .5 − 0.0 28 1 .6 52 2 .9 1 ,586 89 .3 71 4 .0 390 21 .9 573 32 .2 552 31 .1 豊
北 2,431 100 .0 78 3 .2 − 0.0 23 0 .9 55 2 .3 2 ,218 91 .2 108 4 .4 342 14 .1 828 34 .1 940 38 .7 北

荒 川 1,553 100 .0 63 4 .1 − 0.0 18 1 .2 45 2 .9 1 ,404 90 .4 56 3 .6 243 15 .6 540 34 .8 565 36 .4 荒

板 橋 3,327 100 .0 81 2 .4 − 0.0 17 0 .5 64 1 .9 2 ,968 89 .2 166 5 .0 541 16 .3 956 28 .7 1 ,305 39 .2 板
練 馬 3,952 100 .0 89 2 .3 2 0 .1 11 0 .3 76 1 .9 3 ,478 88 .0 159 4 .0 768 19 .4 1 ,445 36 .6 1 ,106 28 .0 練
足 立 3,146 100 .0 104 3 .3 − 0.0 31 1 .0 73 2 .3 2 ,922 92 .9 200 6 .4 596 18 .9 1 ,075 34 .2 1 ,051 33 .4 足

葛 飾 2,681 100 .0 88 3 .3 − 0.0 23 0 .9 65 2 .4 2 ,284 85 .2 117 4 .4 335 12 .5 770 28 .7 1 ,062 39 .6 葛
江 戸 川 3,321 100 .0 76 2 .3 − 0.0 12 0 .4 64 1 .9 2 ,840 85 .5 158 4 .8 532 16 .0 1 ,113 33 .5 1 ,037 31 .2 江
資料：特別区人事委員会『令和 4 年 4 月 1 日現在　特別区職員の構成』

注 ）一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「任期付職員」「休職者、結核休養者、組合専従者、育児
休業中の職員、育児短時間勤務中の職員、大学院就学休業中の職員、自己啓発等休業中の職員、公務・通勤
災害休業中の職員、海外派遣中の職員」、「区から給与を支給されていない他団体等（特別区の一部事務組合を
含む。）への派遣職員」「都職員」「警視庁・消防庁からの派遣職員」「指導主事（区費）」は含まれていない。

⑵　職層別職員数（その 1 ） （単位：人、％）（令和 4 年 4 月 1 日現在）
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区　分

区　名

技　　能　　系　　・　　業　　務　　系
主　　　　　　　　　　事

計 統括技能長 技能長・担当技能長 技 能 主 任 1 級 職
構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

総 数 4,757 8.5 66 0.1 747 1.3 3,055 5.5 889 1.6

千 代 田 76 8.1 1 0 .1 10 1 .1 29 3 .1 36 3 .9
中 央 155 11 .0 1 0 .1 26 1 .8 78 5 .5 50 3 .5

港 160 8 .6 1 0 .1 17 0 .9 101 5 .4 41 2 .2

新 宿 207 8.3 3 0 .1 40 1 .6 109 4 .4 55 2 .2
文 京 148 8.5 2 0 .1 26 1 .5 70 4 .0 50 2 .9
台 東 90 5.3 1 0 .1 17 1 .0 42 2 .5 30 1 .8

墨 田 114 6.7 1 0 .1 19 1 .1 82 4 .8 12 0 .7
江 東 198 8.4 2 0 .1 37 1 .6 133 5 .7 26 1 .1
品 川 195 8.1 2 0 .1 24 1 .0 112 4 .7 57 2 .4

目 黒 142 7.7 2 0 .1 39 2 .1 82 4 .5 19 1 .0
大 田 321 8.5 5 0 .1 42 1 .1 221 5 .9 53 1 .4
世 田 谷 482 9.8 3 0 .1 51 1 .0 341 6 .9 87 1 .8

渋 谷 233 13 .2 1 0 .1 33 1 .9 168 9 .5 31 1 .8
中 野 144 7.7 1 0 .1 21 1 .1 101 5 .4 21 1 .1
杉 並 263 8.6 3 0 .1 37 1 .2 205 6 .7 18 0 .6

豊 島 111 6.2 2 0 .1 20 1 .1 71 4 .0 18 1 .0
北 135 5 .6 3 0 .1 24 1 .0 72 3 .0 36 1 .5

荒 川 86 5.5 1 0 .1 12 0 .8 50 3 .2 23 1 .5

板 橋 278 8.4 2 0 .1 41 1 .2 187 5 .6 48 1 .4
練 馬 385 9.7 17 0 .4 78 2 .0 256 6 .5 34 .9
足 立 120 3.8 － 0.0 27 0 .9 77 2 .4 16 0 .5

葛 飾 309 11 .5 5 0 .2 51 1 .9 188 7 .0 65 2 .4
江 戸 川 405 12 .2 7 0 .2 55 1 .7 280 8 .4 63 1 .9
資料：特別区人事委員会『令和 4年 4月 1日現在　特別区職員の構成』
注�）一般職に属する職員である。ただし、「臨時職員」「任期付職員」「休職者、結核休養者、組合専従者、育児
休業中の職員、育児短時間勤務中の職員、大学院修学休業中の職員、自己啓発等休業中の職員、公務・通勤
災害休業中の職員、海外派遣中の職員」、「区から給与を支給されていない他団体等（特別区の一部事務組合を
含む。）への派遣職員」「都職員」「警視庁・消防庁からの派遣職員」「指導主事（区費）」は含まれていない。

⑵　職層別職員数（その 2） （単位：人、％）（令和 4年 4月 1日現在）



－�259�－

執行機関

区　分

区　名

平
成
30
年

平
成
31
年

令
和
2
年

令
和
3
年

令　和　 4　年

数 対前年比
職員 1 人
当たりの
人　　 口

総 数 64,322 64,683 64,929 64,894 64,944 50 146.8

千 代 田 1,080 1 ,320 1 ,320 1 ,320 1 ,320 － 51.0

中 央 1,808 1 ,808 1 ,808 1 ,808 1 ,808 － 95.2

港 2,160 2 ,160 2 ,160 2 ,180 2 ,180 － 118.7

新 宿 2,725 2 ,760 2 ,763 2 ,774 2 ,782 8 122 .5

文 京 1,818 1 ,818 1 ,823 1 ,900 1 ,900 － 119.6

台 東 2,266 2 ,266 2 ,266 2 ,266 2 ,266 － 90.2

墨 田 1,865 1 ,865 1 ,865 1 ,865 1 ,865 － 148.4

江 東 2,970 2 ,970 2 ,970 2 ,970 2 ,970 － 177.5

品 川 2,480 2 ,489 2 ,503 2 ,541 2 ,580 39 156 .7

目 黒 2,363 2 ,363 2 ,363 2 ,363 2 ,363 － 117.8

大 田 4,135 4 ,135 4 ,135 4 ,135 4 ,135 － 176.4

世 田 谷 4,925 4 ,925 4 ,925 4 ,925 4 ,925 － 186.2

渋 谷 2,510 2 ,510 2 ,510 2 ,510 2 ,510 － 91.2

中 野 2,000 2 ,000 2 ,000 2 ,000 2 ,000 － 166.2

杉 並 3,649 3 ,649 3 ,649 3 ,649 3 ,467 △�182 164 .7

豊 島 2,053 2 ,053 2 ,053 2 ,053 2 ,053 － 138.1

北 2,527 2 ,557 2 ,683 2 ,683 2 ,743 60 128 .1

荒 川 1,590 1 ,624 1 ,686 1 ,686 1 ,686 － 127.7

板 橋 3,476 3 ,476 3 ,476 3 ,476 3 ,587 111 158 .1

練 馬 4,736 4 ,736 4 ,736 4 ,537 4 ,537 － 162.7

足 立 3,226 3 ,239 3 ,275 3 ,293 3 ,307 14 208 .4

葛 飾 3,090 3 ,090 3 ,090 3 ,090 3 ,090 － 149.7

江 戸 川 4,870 4 ,870 4 ,870 4 ,870 4 ,870 － 141.4
資料：特別区人事・厚生事務組合人事企画部資料
注 1）各区の定数条例による数値である。
2）「職員 1人当たりの人口」の算出基礎となる人口は、令和 4年 4月 1日現在の住民基本台帳人口を用いた。

⑶　職員数（条例定数）の推移 （各年 4月 1日現在）
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区　分

区　名

教育委員会 選 挙 管 理
委 員 会

監　　査　　委　　員

農業委員会
計

う ち 議 員

選 出 数

うち識見を
有 す る 者
選 出 数

総 数 120 92 86 35 51 97

千 代 田 5 4 3 1 2 －

中 央 5 4 3 1 2 －

港 5 4 4 1 3 －

新 宿 6 4 4 1 3 －

文 京 5 4 3 1 2 －

台 東 5 4 3 1 2 －

墨 田 5 4 4 1 3 －

江 東 5 4 4 2 2 －

品 川 5 4 4 2 2 －

目 黒 5 4 4 2 2 －

大 田 6 4 4 2 2 －

世 田 谷 5 4 4 2 2 21

渋 谷 6 4 3 1 2 －

中 野 5 4 4 2 2 －

杉 並 5 4 4 1 3 12

豊 島 5 4 4 1 3 －

北 6 4 4 2 2 －

荒 川 5 4 3 1 2 －

板 橋 5 4 4 2 2 12

練 馬 5 4 4 2 2 16

足 立 5 4 4 2 2 11

葛 飾 6 4 4 2 2 12

江 戸 川 5 4 4 2 2 13

資料：各区資料による。
注）教育委員会には教育長を含む。

80．行政機関及び附属機関

⑴　行政委員会及び委員数 （令和 4年 4月 1日現在）
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（表　無）



執行機関

− 262 − − 263 −

執行機関

⑵　附属機関及び委員数（その 1 ）

区　分

区　名

防災会議

国民保護

協 議 会

民生委員

推せん会

公害健康

被害認定

審 査 会

保 健 所

運 営

協 議 会

感 染 症

診 査

協 議 会

国民健康

保険運営

協 議 会

介護認定

審 査 会

建 築

審 査 会

青 少 年

問 題

協 議 会

特 別 職

報 酬 等

審 議 会

興 行 場 法・
旅館業法及び
公 衆 浴 場 法
運 営 協 議 会

大気汚染
障 害 者
認 定
委 員 会

公害健康
被害補償
診療報酬
等審査会

都市計画

審 議 会

財 産 価 格

審議・評価

審 査 会

子ども・

子 育 て

会 議

総 数 1,207 1,148 303 180 243 209 503 2,776 118 780 205 24 132 116 459 162 349 総

千 代 田 45 50 13 8 20 9 20 32 5 39 − − 6 5 20 − 15 千
中 央 60 60 14 9 24 6 27 60 5 57 10 − 6 12 20 − 19 中

港 69 52 14 9 19 8 25 60 5 31 10 − 5 7 19 8 18 港

新 宿 47 40 14 10 − 7 29 118 5 − 10 − 9 7 20 − 14 新
文 京 52 53 14 13 24 12 24 57 6 43 10 − 5 6 16 10 16 文
台 東 49 49 14 10 19 8 30 65 6 39 9 − 6 6 18 9 − 台

墨 田 50 49 11 7 30 9 20 117 5 41 9 10 5 5 21 − 24 墨
江 東 53 50 14 11 30 6 26 144 5 48 10 − 5 7 23 − − 江
品 川 60 60 14 12 − 7 22 59 5 52 13 − 10 7 17 6 20 品

目 黒 30 28 7 12 27 6 21 63 5 29 10 − 5 4 22 3 − 目
大 田 58 54 12 9 − 20 24 305 5 29 10 − 8 6 18 9 15 大
世 田 谷 53 53 13 − − 10 20 243 5 27 9 − 5 − 20 7 18 世

渋 谷 43 43 14 10 26 10 19 80 5 37 10 14 6 7 19 5 12 渋
中 野 43 38 14 − − 11 19 122 5 − 10 − 5 − 24 5 15 中
杉 並 33 39 9 − − 7 20 151 5 20 10 − 5 − 21 10 18 杉

豊 島 59 39 14 10 − 12 20 96 5 24 9 − 7 6 21 11 12 豊
北 52 55 14 9 − 10 18 89 6 52 10 − 7 6 18 8 17 北

荒 川 60 47 14 − − − 20 60 5 38 8 − − − 19 8 19 荒

板 橋 54 53 14 11 24 13 14 124 5 24 9 − 7 7 23 16 18 板
練 馬 47 47 14 − − 8 23 221 5 35 10 − 5 − 25 12 15 練
足 立 66 66 14 12 − 6 21 173 5 46 9 − 5 5 18 15 12 足

葛 飾 51 50 14 10 − 14 21 194 5 44 10 − 5 7 13 8 25 葛
江 戸 川 73 73 14 8 − 10 20 143 5 25 − − 5 6 24 12 27 江
資料：各区資料による。
注 1 ）地方自治法第138条の 4 第 3 項及び第202条の 3 の規定に基づき設置されたものである。

2 ）「委員数」：令和 4 年 4 月 1 日現在の現員数。
3 ）「建築審査会」：委員数に専門調査員は含まない。
4 ）会の名称は、区により異なる場合がある。

（令和 4 年 4 月 1 日現在）



執行機関
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執行機関

⑵　附属機関及び委員数（その 2 ）総数～品川区

区　分

区　名

そ の 他

そ　　　　の　　　　他　　　　の　　　　附 属　　　　機　　　　関　　　　の　　　　名　　　　称（順　不　同）会
　
数

委
員
数

総　　 数 537 5,537 総

千　 代　 田 17 165 千

中　　　 央 8 65 中

港 21 205 港

新　　　 宿 30 382 新

文　　　 京 13 169 文

台　　　 東 12 108 台

墨　　　 田 50 604 墨

江　　　 東 12 113 江

品　　　 川 16 179 品

資料：各区資料による。
注 1 ）地方自治法第138条の 4 第 3 項及び第202条の 3 の規定に基づき設置されたものである。

2 ）「委員数」：令和 4 年 4 月 1 日現在の現員数。
3  ）「その他の附属機関」：機関名から「区名」は省略した。また（　）内は委員数。なお、任期満了等に伴い

委員が不在の時は、機関名のみを記載。

（令和 4 年 4 月 1 日現在）

いじめ問題対策委員会（5）　障害者介護給付費等支給審査会（5）　介護保険運営協議会（25） 住居表示審議会（19）　いじめ問題調査委員会（5）　文化財保護審議会（7）　社会教育委員（6）　生涯学習推進委員（13）
建築紛争調停委員会（3）　一般廃棄物減量等推進審議会（7）　景観まちづくり審議会（17）　 個人情報保護審議会（9）　情報公開・個人情報保護審査会（4）　行政不服審査会（3）　退職管理委員会（3）　
公契約審議会（6）　障害者支援協議会（28）

情報公開・個人情報保護審議会（16）　情報公開・個人情報保護審査会（4）　 スポーツ推進審議会（13）　行政不服審査会（4）　障害者介護給付費等の支給に関する審査会（10）　
文化財保護審議会（8）　いじめ問題対策委員会（5）　いじめ問題再調査委員会（5）

中小企業振興審議会（17）　障害支援区分審査会（10）　児童福祉審議会（12）　 景観審議会（10）　地区まちづくりルール認定審査会（6）　建築紛争調停委員会（3）　環境審議会（14）　暴力団排除審議会（10）
客引き行為防止対策審議会（5）　行政不服審査会（3）　男女平等参画推進会議（15）　 情報公開運営審議会（13）　個人情報保護運営審議会（10）　情報公開・個人情報保護審査会（5）　公私立幼稚園調整審議会　
社会教育委員（10）　文化財保護審議会（8）　学校適正規模等審議会 いじめ問題対策連絡協議会（28）　教育委員会いじめ問題対策会議（20）　小児慢性特定疾病審査会（6）

外部評価委員会（15）　区民の声委員会（3）　情報公開・個人情報保護審査会（4）　 情報公開・個人情報保護審議会（15）　行政不服審査会（5）　名誉区民選定委員会（6）　公益保護委員（3）　
労働報酬等審議会（6）　空き家等適正管理審査会（13）　多文化共生まちづくり会議（32） 住居表示審議会（14）　文化芸術振興会議（10）　産業振興会議（13）　文化財保護審議会（10）　
障害者施策推進協議会（29）　介護給付費等の支給に関する審査会（12） 次世代育成協議会（43）　男女共同参画推進会議（15）　いじめによる重大事態再調査委員会（3）　
予防接種健康被害調査委員会（9）　みどりの推進審議会（15）　 自転車等駐輪対策協議会　環境審議会（15）　リサイクル清掃審議会（22）　景観まちづくり審議会（17）　
ユニバーサルデザインまちづくり審議会（18）　建築紛争調停委員会（4）　 住宅まちづくり審議会（18）　いじめによる重大事態調査委員会（3）　社会教育委員の会議（10）

情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会（9）　 情報公開及び個人情報保護審査会（5）　行政不服審査会（3）　男女平等参画推進会議（14）　
「文の京」安全・安心まちづくり協議会（35）　消防団運営委員会（15） 障害者介護給付等の支給に関する審査会（10）　景観づくり審議会（20）　建築紛争調停委員会（3）　
空家等対策審議会（14）　リサイクル清掃審議会（19）　文化財保護審議会（7）　 教育センター運営委員会（15）

障害支援区分審査会（15）　廃棄物減量等推進審議会（12）　景観審議会（10）　 建築紛争調停委員会（5）　空家等対策審議会（6）　情報公開及び個人情報保護制度運営審議会（8）　
情報公開及び個人情報保護審査会（5）　行政不服審査会（3）　花とみどりの審議会（11）　 「はばたきプラン21」推進会議（16）　社会教育委員（9）　文化財保護審議会（8）

名誉区民選定員会　行政不服審査会（5）　情報公開制度及び個人情報保護制度運営審議会（10） 男女共同参画推進委員会（15）　男女共同参画苦情調整委員会（3）　いじめ問題調査委員会　生活安全推進協議会（31）
老朽建物等審議会（7）　協治（ガバナンス）まちづくり推進基金審査会（10）　環境審議会（15）　 廃棄物減量等推進審議会（18）　災害弔慰金等支給審査委員会（8）　障害者審査会（10）　まちづくり検討委員会（5）　
景観審議会（9）　建築紛争調停委員会（4）　学童災害共済審査会（8）　文化財保護審査会（7）　 教育委員会いじめ問題専門委員会（7）　指定管理者選定委員会（16）　区民行政評価委員会　行財政改革推進会議（9）　
旧西吾嬬小学校及び旧曳舟中学校跡地大学誘致選定審査会　特定建築等設計業者審査委員会 入札等外部審査委員会（3）　すみだ女性センター運営委員会（14）　産業振興会議（3）　優秀技能者表彰選考委員会（15）　
区内循環バス運行検討会（21）　地域福祉計画推進協議会（23）　社会福祉法人設立認可審査委員会（7） 障害者施策推進協議会（21）　地域自立支援協議会（21）　介護保険事業運営協議会（24）　介護保険地域密着型サービス運営委員会（11）
地域包括支援センター運営協議会（16）　老人ホーム入所判定委員会（8）　 特別養護老人ホーム入所検討委員会（8）　保育園給食調理業務委託事業者選定委員会（8）　要保護児童対策地域協議会（69）　
すみだ食育推進会議（14）　がん対策推進会議（12）　 予防接種健康被害調査委員会　区立学校統合地域準備会　教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価委員会（3）　
学校給食協議会（16）　就学相談委員会（57）　区立幼稚園就園指導委員会（12）　 すみだ学力向上推進会議（10）　図書館運営協議会（12）

情報公開審議会（4）　個人情報保護審議会（4）　行政不服審査会（3）　 男女共同参画審議会（15）　生活安全対策協議会（20）　文化財保護審議会（6）　介護給付費等の支給に関する審査会（10）
環境審議会（13）　建築紛争調停委員会（4）　都市景観審議会（15）　 奨学資金貸付審査会（12）　災害弔慰金等支給審査委員会（7）

行政不服審査会（3）　情報公開等審議会（3）　いじめ問題調査委員会　生活安全協議会（29） 奨学金運営委員会（10）　介護保険制度推進委員会（20）　障害者介護給付費等支給審査会（13）　景観審議会（9）　
建築紛争調停委員会（3）　空き家等適正管理審議会（11）　廃棄物減量等推進審議会（16） 交通安全対策会議（26）　債権者管理審議会（4）　文化財保護審議会（10）　いじめ対策委員会（4）　消防団運営委員会（18）



執行機関

− 266 − − 267 −

執行機関

⑵　附属機関及び委員数（その 3 ）目黒区～豊島区 （令和 4 年 4 月 1 日現在）

区　分

区　名

そ の 他

そ　　　　の　　　　他　　　　の　　　　附 属　　　　機　　　　関　　　　の　　　　名　　　　称（順　不　同）会
　
数

委
員
数

目　　　 黒 26 223 目

大　　　 田 13 119 大

世　 田　 谷 38 431 世

渋　　　 谷 27 203 渋

中　　　 野 22 150 中

杉　　　 並 32 375 杉

豊　　　 島 49 434 豊

資料：各区資料による。
注 1 ）地方自治法第138条の 4 第 3 項及び第202条の 3 の規定に基づき設置されたものである。

2 ）「委員数」：令和 4 年 4 月 1 日現在の現員数。
3  ）「その他の附属機関」：機関名から「区名」は省略した。また（　）内は委員数。なお、任期満了等に伴い

委員が不在の時は、機関名のみを記載。

長期計画審議会　施設建築紛争調整委員会　名誉区民選定委員会　 情報公開・個人情報保護審議会（21）　地域福祉審議会（24）　保健福祉サービス苦情調整委員（3）　障害支援区分判定審査会（15）
子ども施策推進会議（24）　いじめ問題再調査委員会　情報公開・個人情報保護審査会（3）　 区議会会派等政務調査費審議会　行政不服審査会（3）　男女平等・共同参画オンブーズ（2）　子どもの権利擁護委員（2）　
建築紛争調停委員会（3）　景観審議会（7）　空家等対策審議会（22）　住宅政策審議会（16）　 環境審議会（21）　廃棄物減量等推進審議会（20）　男女平等・共同参画審議会（15）　職員倫理審査会（3）　
いじめ問題対策委員会（6）　社会教育委員　文化財保護審議会（6）　公契約審議会（7）

SDGs推進会議（11）　福祉オンブズマン（4）　情報公開・個人情報保護審議会（8）　 スポーツ推進審議会（11）　奨学金審議会（12）　景観審議会（14）　空家等対策審議会（12）　建築紛争調停委員会（4）　
区営住宅高額所得者審査会（5）　まちづくり認定審査会（10）　自転車等駐車対策協議会（24）　 環境審議会　文化財保護審議会（4）

スポーツ推進審議会　名誉区民選定委員会　情報公開・個人情報保護審議会（14）　 行政不服審査会（5）　公文書管理委員会（5）　本庁舎等整備審議会　空家等対策審査会（7）　子どもの人権擁護委員（3）　
児童福祉審議会（18）　風景づくり委員会（7）　ユニバーサルデザイン環境整備審議会（18）　 建築紛争調停委員会（4）　住宅委員会（13）　区営住宅高額所得者審査会（3）　ファミリー住宅高額所得者審査会（3）　
自転車等駐車対策協議会（20）　環境審議会（14）　生活環境保全審査会（7）　 消費生活審議会（16）　公契約適正化委員会（10）　障害認定審査会（64）　自立支援協議会（44）　
文化財保護審議会（10）　社会教育委員の会議（10）　保健福祉サービス苦情審査会（5）　 保健福祉サービス向上委員会（5）　地域保健福祉審議会（21）　安全安心まちづくり協議会（30）　
災害弔慰金等支給審査委員会　消防団運営委員会（18）　がん対策推進委員会（17）　 小児慢性特定疾病審査会（5）　予防接種健康被害調査委員会（8）　美術館美術品等収集委員会（4）　
文学館文学資料等収集委員会（5）　男女共同参画・多文化共生推進審議会（15）　 男女共同参画・多文化共生苦情処理委員会（3）　清掃・リサイクル審議会

労働報酬審議会（7）　まちづくり審議会（5）　住環境整備審議会（3）　建築紛争調停委員会（4） ダイオキシン問題等審議会（6）　障害支援区分判定等審査会（10）　介護保険運営協議会（21）　
清掃・リサイクル審議会　個人情報の保護及び情報公開審議会（12）　 安全・安心まちづくり協議会（37）　ホテル等建築審議会（7）　景観審査会（4）　特定商業施設立地調整審議会（4）　
平和・国際都市渋谷の日事業推進協議会（21）　文化芸術振興推進協議会（12）　 福祉サービス利用者権利保護委員会（9）　個人情報の保護及び情報公開審査会（5）　行政不服審査会（4）　
男女平等・多様性社会推進会議　文化財保護審議会（5）　奨学資金運営委員会（12）　 成年後見制度利用促進審議会（10）　災害弔慰金等支給審査委員会　渋谷区教育委員会いじめ問題対策委員会（5）
渋谷区青少年育成審議会　渋谷区いじめ問題調査委員会　渋谷区児童福祉問題審議会

建築紛争調停委員会（5）　自転車等駐車対策協議会（17）　住宅政策審議会　空家等対策審議会 環境審議会（20）　物品の蓄積等による不良な生活環境の解消に関する審査会（3）　行政不服審査会（3）　
情報公開・個人情報保護審査会（5）　個人情報保護審議会（14）　入札監視委員会（3）　 公契約審議会（6）　法令遵守審査会（3）　いじめ問題再調査委員会　児童福祉審議会（13）　子どもの権利委員会（10）　
小児慢性特定疾病審査会（6）　いじめ問題対策委員会（5）　産業振興審議会　 男女平等専門委員会（3）　区民公益活動推進協議会（9）　人権施策推進審議会（10）　ユニバーサルデザイン推進審議会（15）

外部評価委員会（5）　情報公開・個人情報保護審査会（3）　情報公開・個人情報保護審議会（20） 表彰審査会（10）　名誉区民審議会（6）　行政不服審査会（3）　公益監察員（2）　公契約審議会（6）　NPO等活動推進協議会（9）　
文化・芸術振興審議会（11）　産業振興審議会（20）　 特定商業施設の出店及び営業に伴う住宅地環境審議会（4）　保健福祉サービス苦情調整委員（3）　災害弔慰金等支給審査会（6）
障害者介護給付費等の支給に関する審査会（29）　介護保険運営協議会（22）　 健康づくり推進協議会（20）　がん検診精度管理審議会（7）　胃内視鏡検査による胃がん検診精度管理審議会（5）　
建築紛争調停委員会（4）　まちづくり景観審議会（10）　地域公共交通活性化協議会（38）　 空家等対策協議会（14）　自転車等駐車対策協議会（24）　狭あい道路の拡幅に関する協議会（7）　環境清掃審議会（21）　
生活安全協議会（19）　いじめ問題対策委員会（5）　社会教育委員（9）　 郷土博物館運営協議会（11）　文化財保護審議会（9）　図書館協議会（13）

基本構想審議会　自治推進委員会　政策評価委員会（7）　国際アート・カルチャー都市懇話会 公の施設指定管理者審査委員会（7）　行政情報公開・個人情報保護審議会（13）　行政不服審査会（6）　表彰審査会（15）　
公文書等管理委員会（5）　総合評価競争入札推進委員会（13）　入札監視委員会（3）　 男女共同参画推進会議（15）　男女共同参画苦情処理委員（3）　区民活動支援事業補助金審査委員会（5）　
税制度調査検討会議　商工政策審議会（15）　中規模小売店舗立地調整審議会 観光振興プラン策定委員会　生涯学習推進協議会（11）　
スポーツ推進計画策定委員会　図書館経営協議会（14）　環境審議会（21）　 リサイクル・清掃審議会　保健福祉審議会（26）　地域包括支援センター運営協議会（8）　障害者認定審査会（10）　
福祉有償運送運営協議会（11）　健康プラン推進会議（14）　 自殺対策計画策定委員会　子どもの権利委員会（10）　子どもの権利擁護委員（3）　
民間保育所事業者選定審査会　都市計画マスタープラン策定検討委員会　景観審議会（20）　 池袋駅周辺地域再生委員会（36）　池袋地区駐車場地域ルール策定協議会（12）　地域公共交通会議（30）　住宅対策審議会（20）
リノベーションまちづくり検討委員会　家族的な住まい方認定審議会（5）　 建物等適正管理審議会（7）　建築紛争調停委員会（5）　自転車等駐車対策協議会（26）　みどりの基本計画策定委員会（10）　
教育に関する事務の点検・評価委員会（3）　文化財保護審議会（10）　 教育ビジョン検討委員会　教育委員会いじめ問題対策委員会（10）　教育委員会いじめ調査委員会（5）



執行機関

− 268 − − 269 −

執行機関

⑵　附属機関及び委員数（その 4 ）北区～江戸川区 （令和 4 年 4 月 1 日現在）

区　分

区　名

そ の 他

そ　　　　の　　　　他　　　　の　　　　附 属　　　　機　　　　関　　　　の　　　　名　　　　称（順　不　同）会
　
数

委
員
数

北 22 318 北

荒　　　 川 15 136  荒

板　　　 橋 26 263 板

練　　　 馬 17 304 練

足　　　 立 54 431 足

葛　　　 飾 17 179 葛

江　 戸　 川 13 113 江

資料：各区資料による。
注 1 ）地方自治法第138条の 4 第 3 項及び第202条の 3 の規定に基づき設置されたものである。

2 ）「委員数」：令和 4 年 4 月 1 日現在の現員数。
3  ）「その他の附属機関」：機関名から「区名」は省略した。また（　）内は委員数。なお、任期満了等に伴い

委員が不在の時は、機関名のみを記載。

基本構想審議会（30）　政治倫理審査会（5）　いじめ問題調査委員会（4）　 情報公開・個人情報保護制度運営審議会（16）　行政不服審査会（5）　男女共同参画審議会（19）　
男女共同参画苦情解決委員会（3）　消防団運営委員会（17）　生活安全推進協議会（32） 資源循環推進審議会（19）　環境審議会（16）　健康づくり推進協議会（22）　障害者介護給付費等審査会（20）　
介護保険運営協議会（27）　景観づくり審議会（19）　建築紛争調停委員会（3）　 空家等対策審議会（17）　奨学資金貸付審査会（10）　いじめ問題対策委員会（4）　飛鳥山博物館運営協議会（10）　
文化財保護審議会（7）　議会政治倫理審査会（13）

景観審議会（16）　建築紛争調停委員会（4）　住宅対策審議会 特定空家等対策審査会（12）　自転車等駐車対策協議会（21）　個人情報保護運営審議会（10）　行政不服審査会（3）
　環境審議会（14）　生活環境審査会（4）　清掃審議会（15）　 いじめ問題対策委員会（5）　障害者介護給付費等の支給に関する審査会（15）　
災害弔慰金等支給審査会　社会教育委員の会議（8）　文化財保護審議会（9）

長期基本計画審議会　行政不服審査会（3）　いじめ問題対策連絡協議会（28）　 表彰審査会（13）　情報公開及び個人情報保護審議会（15）　情報公開及び個人情報保護審査会（5）　
公文書館運営委員会　男女平等参画審議会　男女平等参画苦情処理委員会（3）　 美術館運営協議会（10）　ユニバーサルデザイン推進協議会（18）　障がい者介護給付費等審査会（30）　
資源環境審議会（22）　保健福祉オンブズマン（4）　景観審議会（15）　 住宅対策審議会　区営住宅等高額所得者審査会　建築紛争調整委員会（4）　
区立学校適正規模及び適正配置審議会　文化財保護審議会（8）　生活安全協議会（27） 消防団運営委員会（16）　地域自立支援協議会（15）　福祉有償運送運営協議会（10）　
老朽建築物等対策協議会（17）　自転車安全利用推進委員会

建築紛争調停委員会（4）　情報公開および個人情報保護審査会（5）　 情報公開および個人情報保護運営審議会（23）　行政不服審査会（3）　文化財保護審議会（6）　
美術館運営協議会（17）　保健福祉サービス苦情調整委員（3）　障害者給付審査会（50） 介護保険運営協議会（24）　地域密着型サービス運営委員会（20）　環境審議会（18）　緑化委員会（20）　
循環型社会推進会議（14）　自転車駐車対策協議会（20）　安全・安心協議会（49）　 地域包括支援センター運営協議会（20）　空家等および不良居住建築物等適正管理審議会（8）

区民評価委員会（16）　協働・協創パートナー基金審査会（7）　 あだち子どもの未来応援基金審査会（5）　情報公開・個人情報保護等審査会（5）　
情報公開・個人情報保護審議会（16）　職員懲戒分限審査委員会（7）　 いじめ等調査委員会（3）　特定委託業務調査委員会　財政援助団体等に関する調査委員会　消防団運営委員会（19）
民設学童保育室設置促進補助金交付審査会　学童保育室指定管理者等評価委員会　 学童保育室指定管理者選定審査会　男女共同参画推進委員会（13）　ギャラクシティ運営評価委員会（6）　
文化芸術劇場運営評価委員会（5）　文化財保護審議会（9）　 文化・読書・スポーツ推進委員会（16）　生涯学習関連施設指定管理者評価委員会　
生涯学習関連施設指定管理者選定審査会　経済活性化会議（12）　 創業プランコンテスト選考委員会　創業支援施設入居者選考委員会　新製品・新事業開発補助金選考委員会　
勤労福祉会館指定管理者選定審査会　勤労福祉会館指定管理者評価委員会　 農業委員会委員候補者選定委員会　あだち都市農業振興プラン推進協議会（15）　ブランド認定選考委員会　
地域保健福祉推進協議会（48）　福祉施設指定管理者等選定審査会　 福祉施設指定管理者等評価委員会（7）　成年後見制度審査会（4）　福祉サービス苦情等解決委員会（6）　
地域密着型サービス等事業者選定等審査会（6）　障害者自立支援給付審査会（34）　 生活保護適正実施協議会（13）　地域包括ケアシステム推進会議（33）　社会福祉法人設立認可審査会　
大学病院施設等整備費補助金交付審査会（6）　生活環境保全審議会（12）　 景観審議会（16）　ユニバーサルデザイン推進会議（15）　緑の基本計画改定審議会　
公園施設指定管理者選定等審査会（24）　関原の森関連施設指定管理者選定等審査会（6） 老朽家屋等審議会（10）　建築紛争調停委員会（4）　いじめ等問題対策委員会（5）　育英資金審議会（10）　
子育て支援サービス利用者負担適正化審議会　 子ども施設指定管理者等選定審査会（9）　子ども施設指定管理者評価委員会（6）　社会教育委員会議（3）

個人情報保護委員会（12）　情報公開運営委員会（13）　男女平等推進審議会（17）　 男女平等苦情調整委員会（3）　消費者被害救済委員会（7）　消費生活対策審議会（7）　福祉サービス苦情調整委員（3） 
障害福祉サービス給付認定審査会（22）　介護保険事業審議会（30）　 建築紛争調停委員会（4）　空家等対策協議会（16）　学校保健委員会（17）　社会教育委員の会議（8）　 
文化財保護審議会（4）　郷土と天文の博物館運営協議会（8）　行政不服審査会（3）　 教育委員会いじめ問題対策委員会（5）

児童福祉審議会（16）　子どもの権利擁護委員（5）　廃棄物減量等推進審議会（15）　 小児慢性特定疾病審査会（5）　情報公開及び個人情報保護審査会（5）　行政不服審査会（3）　公契約審査会（5）　
労働報酬等審議会（6）　公契約監視委員会（3）　建築紛争調停委員会（3）　 景観審議会（7）　上篠崎一丁目北部土地区画整理審議会（10）　障害認定審査会（30）




